
件 名 技能職員に関する規則の一部を改正する規則について 

提 案 理 由 

 教育局及び教育機関（県立学校を除く。）の技能職員に主任専門

員の職を置くため、技能職員に関する規則の一部を別紙のとおり改

正したいので、審議願います。 

概 要 

 

１ 現行規則の内容 

  技能職員の職及び職務について基本的事項を定めるもの 

 

２ 改正の内容 

 教育局及び教育機関（県立学校を除く。）の技能職員（一種）

に主任専門員の職を新たに規定する。 

 

３ 施行期日 

  令和３年４月１日 

（総務課） 
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   技 能 職 員 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 技 能 職 員 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 八 年 埼 玉 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を  
次 の よ う に 改 正 す る 。  

 本 則 第 二 号 の 表 専 門 員 の 項 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。  

 

 

 

 

 

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

上 司 の 命 を 受 け 、 事 務 の 補 助 、 自 動 車 の 運 転 、 土 木 作 業 、 農 林

作 業 、 畜 産 作 業 、 営 繕 作 業 等 の 業 務 で 知 識 、 経 験 等 を 必 要 と す

る 相 当 困 難 な も の に 従 事 す る 。  

  

主 任 専 門 員  
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